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本書において使用している省略語は、次のとおりです。 

法 ······················ 特定非営利活動促進法（平成10 年法律第７号） 

法 令 ·················· 特定非営利活動促進法施行令（平成23 年政令第319 号） 

法 規 ·················· 特定非営利活動促進法施行規則（平成23 年内閣府令第55 号） 

平成23 年改正法·········· 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成23 年法律第70 号） 

平成28 年改正法·········· 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成28 年法律第70 号） 

令和２年改正法·········· 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（令和２年法律第72号） 

NPO 法人 ················· 特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人 

認定NPO 法人 ············ 特定非営利活動促進法第44 条第１項に規定する認定特定非営利活動法人 

特例認定NPO 法人 ········· 特定非営利活動促進法第58 条第１項に規定する特例認定特定非営利活動法人 

認定NPO 法人等 ·········· 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人 

所轄庁 ·················· 特定非営利活動促進法第９条に規定するその主たる事務所が所在する都道府県の

知事（その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人に

あっては、当該指定都市の長） 

措 法 ·················· 租税特別措置法（昭和32 年法律第26 号） 

措 令 ·················· 租税特別措置法施行令（昭和32 年政令第43 号） 

措 規 ·················· 租税特別措置法施行規則（昭和32 年大蔵省令第15 号） 

法人法 ·················· 法人税法（昭和40 年法律第34 号） 

法人令 ·················· 法人税法施行令（昭和40 年政令第97 号） 

法人規 ·················· 法人税法施行規則（昭和40 年大蔵省令第12 号） 

所 法 ·················· 所得税法（昭和40 年法律第33 号） 

所 令 ·················· 所得税法施行令（昭和40 年政令第96 号） 

所 規 ·················· 所得税法施行規則（昭和40 年大蔵省令第11 号） 

相 規 ·················· 相続税法施行規則（昭和25 年大蔵省令第17 号） 

組登令 ·················· 組合等登記令(昭和39 年政令第29 号) 

行手法 ·················· 行政手続法（平成５年法律第88 号） 
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【参考】 特定非営利活動促進法にかかる諸手続きの手引きＱ＆Ａ・・・・・・・・１４７ 
 

 
 



認定・特例認定の事前相談のご案内について 

１ 福岡市ホームページ（http://www.city.fukuoka.lg.jp/）を開いてください。 

２ 福岡市ホームページが表示されますので、「くらし・手続き」にカーソルを合わせ、

「地域の活動 ＮＰＯ・ボランティア」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ページ内メニューの「ＮＰＯ法人認証・認定」をクリックしてください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 「NPO 法人認証・認定」の「お知らせ」の中の「認定、会計・税務に関する個別相

談のご案内」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ホームページの申込フォーム、電話、メール、ＦＡＸにてお申込みください。申込み

受付後に、こちらからご連絡いたします。 
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